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高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細

則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す る 。

令 和 ６ 年 ３ 月 26日

高 知 県 知 事 濵 田 省 司

高 知 県 規 則 第 号

高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細

則 （ 平 成 28年 高 知 県 規 則 第 51号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

題 名 を 次 の よ う に 改 め る 。

高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 施 行 細 則

第 １ 条 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律

（ 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 （ 」

に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 令 」

を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 令 」

に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規

則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

規 則 」 に 改 め る 。

第 ８ 条 中 「 建 築 主 事 」 を 「 建 築 主 事 又 は 建 築 副 主 事 （ 以 下 「 建

築 主 事 等 」 と い う 。 」 に 改 め る 。

第 ９ 条 及 び 第 21条 第 １ 項 第 ３ 号 中 「 建 築 主 事 」 を 「 建 築 主 事

等 」 に 改 め る 。

別 記 第 １ 号 様 式 中 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上

に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ２ 号 様 式 及 び 別 記 第 ３ 号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め る 。

別 記 第 ４ 号 様 式 （ 第 １ 面 ） 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の

向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー

消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ

ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ５ 号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関

す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ６ 号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 」 に 改 め る 。

別 記 第 ７ 号 様 式 中 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上

に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能



の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ８ 号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 第 35条 第 １ 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等

に 関 す る 法 律 第 35条 第 １ 項 」 に 、 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 ９ 号 様 式 及 び 別 記 第 10号 様 式 （ 第 １ 面 ） 中 「 建 築 物 の エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ

ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 高 知 県

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を

「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行

細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 11号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関

す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 12号 様 式 及 び 別 記 第 13号 様 式 中 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の

エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 14号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法

律 」 に 改 め る 。

別 記 第 15号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 第 39条 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す

る 法 律 第 39条 」 に 、 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上

に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 16号 様 式 中 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上

に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 17号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 第 41条 第 ２ 項 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等

に 関 す る 法 律 第 41条 第 ２ 項 」 に 、 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 改 め る 。

別 記 第 18号 様 式 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す

る 法 律 第 42条 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す

る 法 律 第 42条 」 に 、 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上

に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 を 「 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能

の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 細 則 」 に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費

性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 規 則 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。



規 則

◎ 高 知 県 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法

律 施 行 細 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則


